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平成２５年１１月１８日 

観光商工部 工業政策課 

 

宮崎市立緑ヶ丘集会所等の指定管理者候補者の選定について 

 

宮崎市立集会所（２館）の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定しま

した。 

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２５年１２月議会で可決された場

合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

1.指定管理者候補者の概要  

○宮崎市立緑ヶ丘集会所：緑ヶ丘自治会（会長 日髙 栄子） 

○宮崎市立飛江田集会所：赤江工業団地自治会（会長 秋田 省一） 

 

2.指定期間（予定） 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで（３年間） 

 

3.施設及び業務の概要  

(1)施設概要 

① 施設名 宮崎市立緑ヶ丘集会所 宮崎市立飛江田集会所 

② 所在地 宮崎市大字赤江字飛江田1485番地1 宮崎市大字赤江字飛江田651番地2 

敷地面積 348.43平方メートル 敷地面積 348.96平方メートル ③ 施設規模  

   等 延床面積 126.36平方メートル 延床面積 124.22平方メートル 

(2)業務概要  

① 集会所の使用の許可に関すること。 

② 集会所の施設、附属設備及び備品の維持管理に関すること。 

③ 上記のほか、集会所の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。 

(3)現在の管理方法 

２館とも指定管理（平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 

○宮崎市立緑ヶ丘集会所  指定管理者：緑ヶ丘自治会 

○宮崎市立飛江田集会所  指定管理者：赤江工業団地自治会 

 

4.事業計画の概要  

  緑ヶ丘自治会 赤江工業団地自治会 

1 住民の平

等な利用の

確保 

・使用許可は申込み順を基本とし、

極端に利用が多い場合は考慮す

る。 

・利用ノートにより使用実績の可視

化を図る。 

・定期的な利用の場合は、他の利用

者も平等に利用できるよう配慮

し、偏りが生じないようにする。 
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2 施設の設

置目的を最

も効果的に

達成する事

業計画 

 

・子ども会や老人クラブとの連携に

よる清掃活動、ボランティアによ

る花の植栽等により環境美化に努

める。 

・地元住民のイベントを集会所で開

催する。 

・集会所周辺（工業団地内の企業）

へ案内を行い、会議やレクリエー

ションの利用促進を図る。 

・利用者の意見を聞き、維持管理に

反映させる。 

 

3 事業計画

に沿った管

理を安定し

て行うため

の十分な能

力 

・緑ヶ丘自治会（99世帯）から担当

者を選出し管理する。 

・日常の異常発見は自治会全体で対

応する。 

・通算 8年の管理実績がありノウハ

ウを蓄積している。 

・赤江工業団地自治会6班（51団体

及び個人）体制で管理を行う。 

・指定管理者として通算 8年の管理

実績がある。 

 

4 安全管理

への対応 

・申請時に利用内容を確認し危険行

為を未然に防ぐ。 

・火の始末及び確認を徹底して行う。 

・関係機関の緊急連絡網を作成する。 

・施設内を常に整理整頓する。 

・火の始末及び確認を徹底して行う。 

・関係機関の緊急連絡網を作成する。 

 

※ 上記の事業計画は、あくまで指定管理者候補者から選定にあたり示された内容であ

り、実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定します。 

 

 5.収支計画の概要 

○宮崎市立緑ヶ丘集会所 

■収入                     （単位：千円） 

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

指定管理料 ３３０ ３３０ ３３０ ９９０ 

収入合計 ３３０ ３３０ ３３０ ９９０ 

■支出                     （単位：千円） 

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

光熱水費   １５０   １５０   １５０ ４５０ 

管理費等 １８０ １８０ １８０ ５４０ 

支出合計 ３３０ ３３０ ３３０ ９９０ 

 

○宮崎市立飛江田集会所 

■収入                     （単位：千円） 

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

指定管理料 ３５０ ３５０ ３５０ １，０５０ 

収入合計 ３５０ ３５０ ３５０ １，０５０ 

■支出                     （単位：千円） 
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項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ３ヵ年合計 

光熱水費   ２３０   ２３０   ２３０ ６９０ 

管理費等 １２０ １２０ １２０ ３６０ 

支出合計 ３５０ ３５０ ３５０ １，０５０ 

※ 上記の収支計画は、現行の消費税率に基づき、指定管理者候補者から選定にあたり

示された内容であり、最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該

団体との間で協議の上、指定管理業務の期間に応じて適用される消費税率に基づいて

決定します。 

 

6.選定結果の概要  

(1)選定方法 

非公募 

(2)選定日程  

第１回選定委員会      平成２５年 ９月２０日 

要項及び申請書類様式の配布 平成２５年 ９月２４日 

応募の受付           平成２５年 ９月２４日～１０月 ４日 

書類審査等         平成２５年１０月 ７日～１０月２２日 

第２回選定委員会      平成２５年１０月２３日 

(3)宮崎市観光商工部指定管理者候補者選定委員会 

（宮崎市立集会所指定管理者候補者選定委員会） 

（敬称略）  

 役 職 等 

会 長 宮崎市観光商工部長 

委 員 赤江地域まちづくり推進委員会役員 

〃 宮崎市赤江東地区民生・児童委員協議会役員 

〃 宮崎市観光商工部工業政策課長 

 

(4)選定の概況  

ア 選定理由（非公募理由） 

宮崎市観光商工部指定管理者候補者選定委員会（宮崎市立集会所指定管理者候補

者選定委員会）において、「地域住民が専ら使用するような地域との結びつきが強い

施設で、地域の団体等による管理が効率的であり、かつ住民主体のまちづくりの推

進が期待できることから、現在の指定管理者である両自治会を候補者として選定す

ることが最適である」と認められ、非公募による候補者選定が承認されました。 

これを受け、申請者からの応募書類をもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行いまし

た。 

①事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものであること 
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②事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること 

③事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものである

こと 

④その他施設の性質に応じた選定基準 

その結果、施設の設置目的を理解し、上記項目の基準以上の結果と判断しました。 

また、これまでの実績をもとに安定した運営が行えることも評価され、両自治会

を指定管理者候補者に選定しました。 

 

イ 審査結果一覧  

選 定 基 準 配点 
緑ヶ丘 

自治会 

赤江工業団地 

自治会 

1.集会所の運営が住民の平等な利

用を確保するものであること 
１００ ８２ ７４ 

2.事業計画の内容が集会所の設置

目的を最も効果的に達成するも

のであること 

１００ ７８ ７８ 

3.事業計画に沿った管理を安定し

て行うための十分な能力を有し

ているものであること 

１００ ８１ ７４ 

4.安全管理への対応が適切である

こと 
１００ ７６ ７４ 

合  計 ４００ ３１７ ３００ 

 


